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大 監 第 6 5 号 

令和２年 12 月３日 

  

 

大阪市監査委員  森   伊 吹     

同        松 井 淑 子     

同        大 内 啓 治     

同        西 川 ひろじ     

 

 

住民監査請求について（通知） 

 

令和２年 10月 30日付けであなたから提出された地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 242

条第１項の規定に基づく住民監査請求につきましては、請求の内容を法律上の要件に照らして審

査しました結果、次の理由により住民監査請求の対象となりませんので通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の内容 

  

本件請求の内容を要約すると次のとおりである。 

なお、内容については請求書等記載の内容を原則として原文のまま記載し、事実証明書の内

容は省略した。 

 

１ 請求の要旨 

（１）請求の要旨 

大阪市監査委員は、市長に対し、大阪府大阪市の特別区設置協定書広報事業に係る支出

につき、公平な広報活動とは言えず、１政党の広報活動の為に、違法な公金支出を返還さ

せる為に必要な措置を講ずるよう請求せよ。 

との措置を求める。 

 

（２）請求の理由 

１ 市長は都構想を実現することを目標として、大阪市の市長に就任されたとしても、市

民は都構想賛成の住民も、反対の住民も含めての全住民の市長であるとの自覚が乏しい

と感じざるをえない。 

特別区設置協定書について、住民説明会開催の広報等々の費用のうち広報紙作成印刷経

費等の経費 211,306,000円の返還させること。 

 

２ 住民説明会費用も上記同様に公平な双方の説明会とはなっておらず、一流のホテルで

の開催場所に選ぶことに市民の汗水たらして納めた税金を蔑ろにしていることの認識が
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ない。これらの経費 31,409,000円も返還させること。 

上記同様、オンライン説明会経費2,108,000円及び、新たな広報の充実経費14,234,000

円も 11月１日の投票結果も出ていないのにこのような経費は認められない 

 

３ 朝日新聞 10月 27日朝刊に都構想についての、アンケートによれば、各政党の賛否両

方の配布及び、説明会を行うべきだったとの意見が実に 59％もあった。維新の会代表

である市長本人が先頭に立って、指揮していることの違法性はないのか、加えて、28

日の新聞記事によれば、４億円もの巨額の資金がありながら、なぜ上記の公金である支

出合計金額 259,057,000円もの公金を支出したのか、公私混同の極みである。 

 

４ ５年前に都構想の賛否両論の結果において、都構想は否決されたにもかかわらず、再

度挑戦するのであれば、新聞記事にも掲載されている通り、各政党の提案、説明会を同

時に行うべきであり公平とは言えない。 

 

５ 10 月 29 日の新聞配達内に折込チラシ、都構想反対のビラの紙面の中に都構想に関し

ての問い合わせは大阪市の副都市推進局と明記され、前市長の写真と共に都構想の中身

まで踏み込んでの記載に、これらが事実であるなら、市税まで使った都構想はいったい

なんの意味があるのか、上記でも述べたように、このようないい加減な資料の為に、大

切な私たちの税金から 259,057,000円もの金額が、広報活動に使われている。 

 

６ 結論 

以上により、地方自治法 242条 1項に基づき、別紙事実証明書を添え、必要な措置を

請求する。 

 

 

第２ 判断に至った理由 

 

地方自治法（以下「法」という。）第242条に定める住民監査請求が適法な請求となるに

は、本市職員等による個別具体的に特定された財務会計上の行為又は怠る事実（以下「当該行

為等」という。）について、当該行為等が違法として財務会計法規上の義務に違反し、又は不

当である旨を具体的に摘示し、請求人において財務会計法規上の義務違反となる事由を他の事

由から区別して特定認識できるように個別的、具体的に主張し、その主張事実を証する書面を

添えて請求をする必要がある。 

 

上記の点から、本件請求が住民監査請求の要件を満たしているか検討する。 

  

  請求人は、要約すると、財務会計行為として、大阪府大阪市の特別区設置協定書広報事業に

係る支出に関して、広報紙作成印刷経費等、住民説明会費用、オンライン説明会経費及び新た

な広報の充実経費の各支出につき、違法不当の理由として次のとおり主張する。 

① 広報紙作成印刷経費の返還について、市長が、都構想は賛成の住民も反対の住民も含めて
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全市民の市長であるとの自覚が乏しいと感じざるをえない。 

② 説明会費用について、公平な双方の説明となっていない、一流ホテルを開催場所に選ぶこ

とで市民の納めた税金を蔑ろにしている、投票結果が出ていないのに、オンライン説明会経

費及び新たな広報の充実経費は認められない。 

③ 報道されたアンケートによれば賛否両論の配布等を行うべきだったとの意見が59パーセン

トあったことや、維新の会代表である市長が先頭に立って指揮している、４億円もの巨額の

維新の会の資金がありながら公金を支出した公私混同の極みである。 

④ 各政党の提案、説明会を同時に行うべきであり公平とはいえない。 

⑤ 都構想反対のビラの紙面の中に都構想に関しての問い合わせは大阪市の副首都推進局と明

記され、前市長の写真、都構想の中身に踏み込んだ記載がなされている、いい加減な資料の

ために当該広報経費が支出されている。 

 

 住民監査請求は、地方公共団体の職員による違法又は不当な行為等により地方公共団体の住

民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地から、職員の違

法、不当な行為等の予防、是正を図ることを目的とする制度である。もっとも、その請求の対

象は具体的な機関又は職員の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実に限られている。よっ

て、その違法又は不当とは、財務会計法規上の義務違反に限られるものである。もっとも、住

民監査請求は、地方財務行政の適正確保を目的とすることに鑑み、非財務会計上の行為等に関

する違法、不当の主張であっても、非財務会計上の行為等が無効、あるいは、著しく合理性を

欠き、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵
か し

があるといえるような場合、財務会計

法規上の義務に違反する違法なものとの主張があったと認められる場合もあると解する。 

  

 請求人の上記①ないし⑤の主張事実は、前記各支出行為の財務会計法規上の義務違反を主張

するものとはいえない。 

もっとも、前記各支出行為は大都市地域における特別区の設置に関する法律第７条第２項に

基づくものであるところ、請求人の上記①ないし⑤の主張事実は、非財務会計上の行為等に関

する違法、不当の主張といえる。しかしながら、請求人の上記①ないし⑤の主張事実について

みると、長の行為が具体的にいかなる法規に違反して無効なのか特定できておらず、また、同

法第７条第２項で認められていると解される長の裁量につき、予算執行の適正確保の見地から

看過し得ない瑕疵として、著しく合理性を欠き、裁量の逸脱あるいは濫用があったとの根拠と

なり得る具体的な事実の主張がなされているとはいえない。 

 

以上のとおり、本件請求における請求人の主張は、いずれも財務会計法規上の義務違反等の

理由となり得る具体的事実を主張したものとは認められない。 

 

よって、本件請求は、法第242条の要件を満たさないものと判断した。 

 


